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衆
議
院
議
員
甘
利
明
君
提
出
地
球
温
暖
化
対
策
な
ら
び
に
原
子
力
政
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
案
（
仮
称
）
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
広
く
事
業
者
、
国
民
等
の
理
解
と
協
力
を
得
つ
つ
推
進

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
昨
年
十
二
月
、
当
該
法
案
の
検
討
に
先
立
ち
、
御
指
摘
の
意
見
募
集
を
実
施

し
た
ほ
か
、
本
年
二
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
問
題
に
関
す
る
閣
僚
委
員
会
副
大
臣
級
検
討
チ
ー
ム
（
以
下

「
副
大
臣
級
検
討
チ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
事
業
者
、
労
働
者
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
代
表
者
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

す
る
な
ど
、
国
民
各
界
各
層
の
幅
広
い
意
見
を
聴
取
し
、
こ
れ
ら
の
意
見
も
参
考
と
し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
議
論
が
拙
速
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
な
い
。
今

後
も
広
く
国
民
等
の
御
意
見
を
伺
い
、
理
解
と
協
力
を
得
つ
つ
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
国
民
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
案
は
、
我
が
国
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
基
本
的
な
方
向
性
を

定
め
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
法
案
に
係
る
国
民
負
担
を
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
千
九
百
九
十
年
比
二
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
削
減
に
伴
う
国
民
負
担
に
つ
い
て
、
副
大
臣
級
検
討
チ
ー
ム
の
下
に
設
置
し
た
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
以
下
「
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
モ
デ
ル
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
千
九
百
九
十
年
比
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
を
達

一



成
す
る
場
合
に
は
同
年
比
四
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
す
る
場
合
と
比
べ
て
経
済
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
出
る
と
試
算
さ
れ
る
も
の

の
、
他
国
も
高
い
中
期
目
標
を
掲
げ
世
界
的
に
地
球
温
暖
化
対
策
が
進
展
す
る
場
合
、
炭
素
税
の
税
収
を
単
に
家
計
に
還
付

す
る
の
で
は
な
く
地
球
温
暖
化
対
策
へ
の
財
政
支
出
や
国
債
の
償
還
に
充
て
る
場
合
又
は
海
外
と
の
排
出
量
取
引
を
活
用
す

る
場
合
に
は
、
国
民
負
担
等
の
経
済
影
響
を
緩
和
で
き
る
可
能
性
等
が
示
さ
れ
た
。
一
方
で
、
従
来
の
分
析
手
法
に
は
限
界

が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
で
は
、
新
た
な
産
業
や
市
場
の
創
出
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促

進
等
の
プ
ラ
ス
の
効
果
の
評
価
の
仕
方
も
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
検
討
を
重
ね
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

千
九
百
九
十
年
比
で
言
え
ば
二
千
二
十
年
ま
で
に
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
を
目
指
す
と
の
中

期
目
標
（
以
下
「
中
期
目
標
」
と
い
う
。
）
は
、
我
が
国
と
し
て
、
主
要
国
の
背
中
を
押
し
て
、
積
極
的
な
取
組
を
促
す
こ

と
に
よ
り
、
世
界
全
体
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
に
向
け
た
国
際
交
渉
を
進
展
さ
せ
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る

た
め
に
科
学
が
要
請
す
る
水
準
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
主
要
国
に
よ
る
公
平
か
つ
実
効
性
あ
る
国
際
的
枠
組
み

の
構
築
と
意
欲
的
な
目
標
の
合
意
を
前
提
と
し
て
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

二



現
在
検
討
中
の
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
案
（
仮
称
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
前
提
が
成
立
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
中
期
目
標
が
設
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
当
該
前
提
が
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
旨
を
規
定
す
べ
く
検
討
し
て
い

る
。な

お
、
「
前
提
条
件
付
き
の
法
案
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
前
提
条
件

付
き
の
法
案
」
に
つ
い
て
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

米
国
政
府
は
、
最
終
的
な
目
標
は
今
後
制
定
さ
れ
る
関
連
の
国
内
法
令
に
照
ら
し
て
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
事
務
局
に

対
し
て
通
報
さ
れ
る
と
の
認
識
の
下
、
二
千
二
十
年
に
二
千
五
年
比
で
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
削

減
す
る
と
の
目
標
を
本
年
一
月
二
十
八
日
に
同
事
務
局
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
目
標
は
、
米
国
政
府
が
二
千
九
年
に
同
事

務
局
に
提
出
し
た
目
録
の
う
ち
、
土
地
利
用
、
土
地
利
用
変
化
及
び
林
業
部
門
を
含
ま
な
い
値
を
用
い
て
計
算
す
る
と
、
千

九
百
九
十
年
比
で
は
、
約
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
と
な
る
。

米
国
の
目
標
は
、
二
千
二
十
年
に
つ
い
て
我
が
国
の
目
標
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
決
し
て
十
分
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

他
方
、
こ
の
目
標
の
背
景
に
は
、
二
千
五
十
年
ま
で
に
約
八
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
と
い
う
要
素
も
含
ま
れ
て
お
り
、
二
千

三



五
十
年
ま
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
道
筋
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
評
価
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

御
指
摘
の
「
中
国
が
行
動
計
画
で
示
し
て
い
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
四
〇
〜
四
五
％
削
減
と
い
う
目
標
値
」
と
は
、
中
国
政
府
が
本

年
一
月
二
十
八
日
に
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
事
務
局
に
提
出
し
た
、
二
千
二
十
年
ま
で
に
国
内
総
生
産
単
位
当
た
り
の
二

酸
化
炭
素
排
出
量
を
二
千
五
年
比
で
四
十
〜
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る
と
の
目
標
を
指
す
も
の
と
理
解
す
る
。
そ
も
そ

も
国
内
総
生
産
は
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
変
わ
り
う
る
の
で
、
十
年
以
上
先
の
国
内
総
生
産
を
確
度
を
も
っ
て
予
測
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
で
、
御
指
摘
の
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
毎
年
一
〇
％
で
伸
び
る
と
仮
定
」
し
た
場
合
に
つ
い
て
、

中
国
の
二
千
九
年
の
名
目
国
内
総
生
産
値
（
中
国
政
府
発
表
の
速
報
値
）
が
今
後
毎
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
成
長
す
る
と
仮
定
し

て
単
純
計
算
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
目
標
が
達
成
さ
れ
た
時
の
二
千
二
十
年
の
中
国
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
は
、
二
千

五
年
比
で
約
三
倍
に
な
る
と
試
算
さ
れ
る
。

中
国
政
府
が
二
酸
化
炭
素
の
排
出
に
関
す
る
目
標
を
提
出
し
た
こ
と
は
評
価
す
る
。
し
か
し
、
各
国
の
排
出
量
の
ピ
ー
ク

ア
ウ
ト
（
頭
打
ち
）
を
早
期
に
実
現
さ
せ
、
世
界
全
体
の
排
出
量
を
二
千
五
十
年
ま
で
に
少
な
く
と
も
半
減
さ
せ
る
た
め
に

は
、
提
出
さ
れ
た
中
国
の
目
標
が
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
最
大
の
排
出
国
で
あ
る

中
国
に
は
、
今
後
、
引
き
続
き
一
層
の
取
組
を
求
め
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
の

四



原
則
の
下
、
中
国
を
先
進
国
と
同
一
の
指
標
で
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
中
国
等
の
新
興
国
に
つ
い
て
は
、
削
減
行
動

の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
法
的
位
置
付
け
、
当
該
国
の
次
期
枠
組
み
へ
の
参
加
の
仕
方
、
そ
の
取
組
の
国
際
的
な
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
透
明
性
の
確
保
等
の
点
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

原
子
力
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
の
み
な
ら
ず
、
低
炭
素
社
会
の
実
現
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
安
全
を

第
一
と
し
て
、
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
な
が
ら
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
を
含
む
原
子
力
の
利
用
を
着
実
に
推
進
し
て
い
く
こ

と
が
、
内
閣
と
し
て
の
一
致
し
た
方
針
で
あ
る
。
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
案
（
仮
称
）
に
お
け
る
原
子
力
に
関
す
る
規
定

に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

五


